
※仕様書で定められた期
日のみ、従来と同様の手

続きとなる

【仕様書で定めた期間内の返納又は貸付とは】
災害その他やむを得ない事情により物品管理官が必要とするとき等
・官貸期間中、受注者に責の無い故障発生時の返納・貸付手続きは本様式で実施できる。
・返納又は貸付の事象発生の都度発議、受発注者間で確認する。
・決裁完了後は物品スタッフへ提出し、物品管理簿の処理を行う。
・本書類はASPでの処理を可能とする。

ASPを使う場合は、決裁フローに貸付検査職員を追加する。
貸付検査職員、立会者として監督員、受注者の３名の確認が最低限必要

特記仕様書で定められた期日以外の返納・貸付
新様式（貸付機械検査簿）にて書類枚数を削減！
現況調書（貸付）、受領書 ２枚 ⇒ １枚
現況調書（返納）、返納届 ２枚 ⇒ １枚

【特記事項】
※本特記事項の記載内容は、「様式9号」と
同様の効力を持つ。

打合せ内容は返納検査時に故障内容に応じた
修理期間（再貸付日）の協議

特記仕様書に規定の無い返
納貸付は打合せ必須。
特記事項にて打合せ可能


